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亀 山 市 公 告 第 ２ ０ 号  
次 の と お り 条 件 付 き 一 般 競 争 入 札（ 事 後 審 査 型 ）を 行 う の で 、

亀 山 市 契 約 規 則 （ 平 成 １ ８ 年 亀 山 市 規 則 第 ５ 号 。 以 下 「 規 則 」

と い う 。 ） 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日  
             亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 
１  入 札 に 付 す る 工 事 の 概 要  
（ １ ） 工 事 名  

井 田 川 ・ 能 褒 野 処 理 分 区 下 水 管 渠 布 設 工 事 （ そ の １ ）  
（ ２ ） 工 事 場 所  

亀 山 市 能 褒 野 町 地 内  
（ ３ ） 工 事 概 要  

【 補 助 】  

開 削 工  

Ｖ Ｕ φ １ ５ ０  Ｌ ＝ ９ ８ ８ ． ９ ｍ  

マ ン ホ ー ル 設 置 工  

１ 号 組 立  Ｎ ＝ １ ３ 基  塩 ビ 製 小 口 径  Ｎ ＝ １ ２ 基  

【 単 独 】  

開 削 工  

Ｖ Ｕ φ １ ５ ０  Ｌ ＝ ２ ８ ７ ． ８ ｍ  

マ ン ホ ー ル 設 置 工  

１ 号 組 立  Ｎ ＝ ９ 基  塩 ビ 製 小 口 径  Ｎ ＝ １ 基  

（ ４ ） 工 期  

契 約 締 結 日 か ら ２ ６ ０ 日 間  

（ ５ ） 競 争 参 加 資 格 事 後 審 査 方 式  

本 工 事 は 、 競 争 参 加 資 格 の う ち 建 設 業 許 可 業 種 等 の 基 本

項 目 を 入 札 前 に 審 査 し 、 そ の 他 の 参 加 資 格 を 開 札 後 に 審 査

す る 事 後 審 査 方 式 の 工 事 と す る 。  
（ ６ ） 入 札 方 法  

本 工 事 は 、 原 則 と し て 入 札 書 等 を 郵 送 に よ り 提 出 す る 郵

便 入 札 で 行 う も の と す る が 、 持 参 に よ る 提 出 も 認 め る 。  
２  競 争 参 加 資 格 に 関 す る 事 項  

本 工 事 の 入 札 に 参 加 で き る 者 は 、 公 告 の 日 か ら 落 札 決 定 日
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ま で の 間 に お い て 、 別 表 及 び 次 に 掲 げ る 条 件 を す べ て 満 た し

て い る 者 と す る 。  
（ １ ） 建 設 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 別 表 第 １ 下 欄 の 建 設 業 に つ い て 、 法 第 ３ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 建 設 業 の 許 可 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
（ ２ ） 法 第 ２ ７ 条 の ２ ３ の 規 定 に よ る 経 営 事 項 審 査 を 受 審 し 、

か つ 、 有 効 期 限 内 で あ る こ と 。  
（ ３ ） 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７

条 の ４ の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  
（ ４ ） 規 則 第 ２ 条 第 ５ 項 の 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 登 録 さ れ て い

る 者 で あ る こ と 。  
（ ５ ） 亀 山 市 建 設 工 事 等 に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 綱 （ 平 成 １ ７ 年

亀 山 市 告 示 第 ６ 号 ） に よ る 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 の

者 で な い こ と 。  
（ ６ ） 手 形 交 換 所 か ら 取 引 停 止 処 分 を 受 け る 等 、 経 営 状 態 が 著

し く 不 健 全 な 者 で な い こ と 。  
（ ７ ） 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） に 基 づ く 会 社

更 正 手 続 開 始 若 し く は 更 正 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い

る 場 合 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に 基

づ く 再 生 手 続 開 始 若 し く は 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ

て い る 場 合 に あ っ て は 、 一 般 （ 指 名 ） 競 争 入 札 参 加 資 格 の

再 審 査 に 係 る 認 定 を 受 け て い る こ と 。  
（ ８ ） 建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 に 加 入 し て い る 者 で あ る こ と 。  
（ ９ ） 健 康 保 険 法 （ 大 正 １ １ 年 法 律 第 ７ ０ 号 ） 第 ４ ８ 号 の 規 定

に よ る 届 出 の 義 務 、 厚 生 年 金 保 険 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 １

１ ５ 号 ） 第 ２ ７ 条 の 規 定 に よ る 届 出 義 務 及 び 、 雇 用 保 険 法

（ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 １ １ ６ 号 ） 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 届 出 の

義 務 を 履 行 し て い な い 者 で な い こ と （ 当 該 届 出 義 務 の な い

も の を 除 く 。以 下 、当 該 ３ 保 険 を「 社 会 保 険 等 」と い う 。）。  
（ １ ０ ） 市 税 を 滞 納 し て い る 者 で な い こ と 。  
（ １ １ ） 次 に 掲 げ る 企 業 要 件 を 満 た し て い る こ と 。  

ア  土 木 一 式 工 事 の 建 設 業 許 可 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
イ  規 則 第 ２ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に

土 木 一 式 工 事 の 登 録 が さ れ て い る 者 で あ る こ と 。  
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ウ  亀 山 市 に 本 店 を 有 す る 者 で あ る こ と 。  
エ  亀 山 市 請 負 工 事 指 名 競 争 入 札 参 加 者 選 定 規 程 （ 平 成 １

７ 年 亀 山 市 訓 令 第 ３ ０ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 格

付 の 等 級 が 、 土 木 工 事 の 区 分 に お け る Ａ 級 に 該 当 す る 者

で あ る こ と 。  
（ １ ２ ） 法 第 ２ ６ 条 に 建 設 業 法 施 行 令 （ 昭 和 ３ １ 年 政 令 第 ２ ７

３ 号 ） 第 ２ ７ 条 に 規 定 す る 主 任 技 術 者 及 び 監 理 技 術 者 （ 以

下 「 主 任 技 術 者 等 」 と い う 。 ） の 資 格 に つ い て 、 次 に 掲 げ

る 要 件 を 満 た し て い る こ と 。  
ア  １ 級 土 木 施 工 管 理 技 士 の 資 格 を 有 す る こ と 。  
イ  監 理 技 術 者 に あ っ て は 、 監 理 技 術 者 資 格 者 証 及 び 監 理

技 術 者 講 習 修 了 証 を 有 す る こ と 。  
３  入 札 手 続 等  
（ １ ） 設 計 図 面 及 び 仕 様 書 の 配 付 等  

ア  設 計 図 面 及 び 仕 様 書 （ 以 下 「 設 計 図 書 等 」 と い う 。 ）

は 、 次 の と お り 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  
（ ア ） 閲 覧 期 間  

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日 （ 水 ） か ら 同 年 ５ 月 １ ３ 日 （ 水 ）

ま で（ 日 曜 日 、土 曜 日 及 び 祝 日（ 以 下「 休 日 」と い う 。）

を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  
（ イ ） 閲 覧 場 所  

亀 山 市 本 丸 町 ５ ７ ７ 番 地  亀 山 市 役 所 西 庁 舎 ３ 階  
財 務 部 契 約 管 財 室  電 話 ０ ５ ９ ５ － ８ ４ － ５ ０ ２ ８  

イ  配 付 資 料  
（ ア ） 公 告 の 写 し  
（ イ ） 入 札 心 得  
（ ウ ） 配 置 予 定 の 主 任 技 術 者 等 の 資 格 表  
（ エ ） 参 加 資 格 確 認 申 請 書  
（ オ ） 質 問 書  
（ カ ） 工 事 費 内 訳 書  
（ キ ） 設 計 図 書 等  

（ ２ ） 入 札 に 関 す る 質 問  
当 該 入 札 に 対 す る 質 問 （ 設 計 図 書 等 の 内 容 に 関 す る も の

を 含 む 。 ） が あ る 場 合 は 、 次 の と お り 書 面 に よ り 提 出 す る
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こ と 。  
  な お 、 電 話 ・ 口 頭 等 個 別 で は 受 け 付 け な い 。  
ア  質 問 書 の 提 出  
（ ア ） 提 出 期 間  平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日（ 水 ）か ら 同 月 ２ ２ 日

（ 金 ） ま で （ た だ し 、 休 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 ３ ０

分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  
（ イ ） 提 出 場 所   

〒 ５ １ ９ － ０ １ ９ ５  亀 山 市 本 丸 町 ５ ７ ７ 番 地   
亀 山 市 役 所 西 庁 舎 ３ 階  財 務 部 契 約 管 財 室  
電 話 ０ ５ ９ ５ － ８ ４ － ５ ０ ２ ８   
フ ァ ク シ ミ リ ０ ５ ９ ５ － ８ ２ － ３ ８ ８ ３  
メ ー ル k e i y a k u k a n z a i @ c i t y . k a m e y a m a . m i e . j p  

（ ウ ） 提 出 方 法  郵 送 、 持 参 、 フ ァ ク シ ミ リ 又 は 電 子 メ ー

ル に て 受 け 付 け る 。 た だ し 、 フ ァ ク シ ミ リ 又 は 電 子 メ

ー ル の 場 合 は 必 ず 着 信 の 確 認 を す る こ と 。  
イ  質 問 に 対 す る 回 答  

回 答 方 法  平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で

に 、 参 加 意 思 表 明 者 全 員 に フ ァ ク シ ミ リ 又 は 電 子 メ ー ル

に て 行 う も の と す る 。  
（ ３ ） 参 加 資 格 申 請 書 の 提 出  

入 札 参 加 希 望 者 は 、 参 加 資 格 確 認 申 請 書 を 提 出 し て 、 競

争 参 加 資 格 の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
な お 、 期 限 ま で に 参 加 資 格 確 認 申 請 書 を 提 出 し な い 者 又

は 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 は 入 札 に 参 加 す る こ

と が で き な い 。  
ま た 、 開 札 後 に 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 の 入

札 は 無 効 と す る 。  
ア  参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 受 付  
（ ア ） 提 出 期 間   

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日（ 水 ）か ら 同 月 １ ３ 日（ 水 ）ま で

（ た だ し 、休 日 を 除 く 。）の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５

時 １ ５ 分 ま で  
（ イ ） 提 出 場 所   

〒 ５ １ ９ － ０ １ ９ ５  亀 山 市 本 丸 町 ５ ７ ７ 番 地  
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亀 山 市 役 所 西 庁 舎 ３ 階  財 務 部 契 約 管 財 室   
電 話 ０ ５ ９ ５ － ８ ４ － ５ ０ ２ ８  

（ ウ ） 提 出 方 法   
郵 送 又 は 、 持 参 と す る 。  
な お 、フ ァ ク シ ミ リ 又 は 電 子 メ ー ル に よ る も の は 受 け

付 け な い 。  
（ ４ ） 提 出 書 類 の 内 容 及 び 提 出 時 期  

提 出 書 類 の 内 容 及 び 提 出 時 期 は 、 次 の と お り と す る 。  
ア  参 加 資 格 申 請 書 提 出 時 に 提 出 す る 書 類  
（ ア ） 本 店 の 所 在 す る 市 税 の 納 税 証 明 書 （ 提 出 日 か ら 前 ６

か 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の ） の 写 し  
（ イ ）本 店 の 所 在 す る 市 ･県 民 税 の 特 別 徴 収 の 領 収 証 書（ 提

出 日 か ら 前 ２ か 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の 。 特 別 徴 収 義

務 の 免 除 者 は 除 く ） の 写 し 又 は 、 納 期 の 特 例 承 認 を 受

け て い る 者 は 特 例 承 認 書 の 写 し  
イ  入 札 書 郵 送 時 に 提 出 す る 書 類  
（ ア ） 配 置 予 定 の 主 任 技 術 者 等 の 資 格 に 関 す る 書 類  

ａ  ２ （ １ ２ ） の 配 置 予 定 の 主 任 技 術 者 等 の 資 格 を 記

載 す る こ と 。  
ｂ  配 置 予 定 の 主 任 技 術 者 等 は 、 複 数 の 技 術 者 を 記 載

す る こ と が で き る も の と す る 。 た だ し 、 「 配 置 予 定

の 主 任 技 術 者 等 の 資 格 表 」 に 記 載 さ れ て い る 主 任 技

術 者 等 の 追 加 又 は 差 替 は 認 め な い 。  
ｃ  複 数 の 工 事 に つ い て 同 一 の 主 任 技 術 者 等 を 重 複 し

て 配 置 予 定 の 主 任 技 術 者 等 と す る 場 合 に お い て 、 他

の 工 事 を 落 札 し た こ と に よ り 配 置 予 定 の 主 任 技 術 者

等 を 配 置 で き な く な っ た と き は 入 札 し て は な ら ず 、

参 加 資 格 確 認 申 請 書 を 提 出 し て い る 者 は 、 直 ち に 資

格 喪 失 届 を 提 出 す る こ と 。  
な お 、 他 の 工 事 を 落 札 し た に も か か わ ら ず 入 札 を

し た 場 合 は 、 亀 山 市 建 設 工 事 等 に 係 る 指 名 停 止 措 置

要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止 を 行 う こ と が あ る 。  
た だ し 、 亀 山 市 が 実 施 す る 郵 便 入 札 に お い て 、 入

札 書 配 達 指 定 日 が 同 一 日 で か つ 、 落 札 者 決 定 日 （ 予
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定 ） が 同 一 日 の 複 数 の 工 事 に 主 任 技 術 者 等 を 重 複 し

て 申 請 し た 者 が 、 先 に 開 札 し た 工 事 の 落 札 者 と な っ

た こ と に よ り 、 以 後 に 開 札 し た 工 事 に 主 任 技 術 者 等

の 配 置 が で き な く な っ た と き は 、 資 格 喪 失 届 の 提 出

を 求 め な い が 失 格 と す る 。  
ｄ  監 理 技 術 者 に つ い て は 、 監 理 技 術 者 資 格 者 証 の 写

し 及 び 監 理 技 術 者 講 習 修 了 証 の 写 し を 添 付 す る こ と 。 
ｅ  配 置 予 定 の 主 任 技 術 者 等 と 本 件 の 申 請 書 の 受 付 最

終 日 以 前 に ３ か 月 以 上 の 恒 常 的 な 雇 用 関 係 に あ る こ

と を 証 す る 書 類 （ 監 理 技 術 者 資 格 者 証 の 写 し 、 事 業

所 名 及 び 雇 用 期 間 が 明 記 さ れ て い る 健 康 保 険 被 保 険

者 証 等 の 写 し 又 は 監 理 技 術 者 資 格 者 証 を 保 有 せ ず 後

期 高 齢 者 医 療 制 度 の 適 用 を 受 け て い る 者 に 限 っ て は

技 術 者 雇 用 確 認 書 等 ） を 添 付 す る こ と 。  
（ イ ） 工 事 費 内 訳 書  

ａ  入 札 書 に 記 載 さ れ る 入 札 価 格 に 対 応 し た 工 事 費 内

訳 書 を 提 出 す る こ と 。 な お 、 提 出 の あ っ た 工 事 費 内

訳 書 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 の 入 札 に つ い て は 、

規 則 第 １ ３ 条 第 ８ 号 の 規 定 に よ り 無 効 と す る 。      
（ ａ ） 工 事 費 内 訳 書 の 金 額 と 入 札 価 格 が 一 致 し な い も の  

    （ ｂ ） 一 括 値 引 き 及 び 減 額 の 項 目 が 確 認 さ れ る も の  
    （ ｃ ） 記 載 す べ き 項 目 が 欠 け て い る も の  
    （ ｄ ） そ の 他 不 備 の あ る も の  

ｂ  数 量 、 単 価 及 び 金 額 等 を 記 載 す る こ と 。  
ｃ  工 事 費 内 訳 書 の 差 替 及 び 再 提 出 は 認 め な い 。  

（ ウ ） 本 工 事 に 係 る 参 加 資 格 事 前 確 認 通 知 書 の 写 し  
（ ５ ） 競 争 参 加 資 格 の 確 認 項 目  

競 争 参 加 資 格 の 確 認 に つ い て は 、 入 札 前 に 実 施 す る 事 前

条 件 審 査 及 び 開 札 後 に 実 施 す る 参 加 資 格 事 後 審 査 に よ る こ

と と し 、 確 認 す る 項 目 は 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 参 加

資 格 事 後 審 査 に つ い て は 落 札 候 補 者 の み 実 施 す る こ と と す

る 。  
ア  事 前 条 件 審 査 項 目 は 、 入 札 参 加 希 望 者 の 建 設 業 許 可 業

種 、 地 域 要 件 及 び 同 種 工 事 等 の 基 本 項 目 と す る 。  
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イ  参 加 資 格 事 後 審 査 項 目 は 、 競 争 参 加 資 格 に 関 す る す べ

て の 項 目 と す る 。  
（ ６ ） 競 争 参 加 資 格 事 前 確 認 の 通 知  

参 加 資 格 事 前 確 認 通 知 は 、 原 則 と し て 参 加 資 格 確 認 申 請

書 の 提 出 期 限 の 翌 日 か ら 起 算 し て ５ 日 以 内 に 申 請 者 に 対 し

行 う 。     
な お 、 競 争 参 加 資 格 事 前 条 件 確 認 の 通 知 を 受 け た 者 が 、

落 札 決 定 日 ま で に 競 争 参 加 資 格 を 満 た さ な く な っ た 場 合 は 、

競 争 参 加 資 格 を 取 り 消 す も の と す る 。  
ま た 、 開 札 後 の 参 加 資 格 事 後 審 査 の 結 果 落 札 者 に 対 し て

は 落 札 確 認 書 を 通 知 す る 。  
な お 、 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め た 者 に 対 し て は 参 加 無

資 格 確 認 通 知 書 に よ り そ の 理 由 を 通 知 す る 。  
（ ７ ） 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 に 係 る 注 意 事 項  

ア  参 加 資 格 確 認 申 請 書 及 び 提 出 書 類 の 作 成 に 係 る 費 用 は 、

申 請 者 の 負 担 と す る 。  
イ  提 出 さ れ た 書 類 は 返 却 し な い 。  
ウ  参 加 資 格 事 後 審 査 項 目 に 係 る 提 出 書 類 に つ い て 、 事 後

審 査 時 に そ の 内 容 確 認 が で き な い 場 合 は 、 追 加 資 料 の 提

出 又 は 再 提 出 （ 以 下 「 追 加 提 出 等 」 と い う 。 ） を 求 め る

こ と が あ る 。 た だ し 、 追 加 提 出 等 に つ い て は 開 札 日 の 午

後 ５ 時 １ ５ 分 ま で に 追 加 提 出 等 の 意 思 の 確 認 が さ れ 、 発

注 機 関 が 指 示 し た 提 出 期 限 ま で に 追 加 提 出 等 が さ れ た 場

合 に の み 認 め る も の と す る 。  
ま た 、 亀 山 市 請 負 工 事 業 者 等 指 名 審 査 会 （ 以 下 「 指 名

審 査 会 」 と い う 。 ） に お け る 審 査 で 追 加 提 出 等 を 必 要 と

認 め た 場 合 は 、 上 記 に か か わ ら ず 追 加 提 出 等 を 求 め る こ

と が あ る 。  
な お 、 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 記 載 さ れ て い る 連 絡 先 以

外 の 連 絡 先 へ の 連 絡 を 希 望 す る 場 合 は 、 希 望 す る 連 絡 先

を 明 記 し た も の を 入 札 時 に 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  
（ ８ ） 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め た 者 に 対 す る 理 由 の 説 明  

競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 は 、 競 争 参 加 資 格 が

な い と 認 め た 理 由 に つ い て 、 次 の と お り 説 明 を 求 め る こ と
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が で き る も の と す る 。  
ア  請 求 方 法  

説 明 を 求 め る 旨 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し て 行 う も の と

す る 。  
な お 、 書 面 （ 様 式 は 自 由 ） は 持 参 す る も の と す る 。  

イ  説 明 書 の 提 出 期 間  
参 加 資 格 事 前 確 認 通 知 書 又 は 参 加 無 資 格 確 認 通 知 書 の

送 付 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ２ 日（ た だ し 、休 日 を 除 く 。）

以 内 の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  
ウ  提 出 場 所  

〒 ５ １ ９ － ０ １ ９ ５  亀 山 市 本 丸 町 ５ ７ ７ 番 地   
亀 山 市 役 所 西 庁 舎 ３ 階  財 務 部 契 約 管 財 室    
電 話 ０ ５ ９ ５ － ８ ４ － ５ ０ ２ ８  

エ  理 由 の 説 明  
指 名 審 査 会 の 審 査 を 経 た う え 、 参 加 資 格 が な い と 認 め

た 理 由 に つ い て 、 説 明 を 求 め る こ と が で き る 期 限 の 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て ５ 日 以 内 に 書 面 に よ り 回 答 す る も の と

す る 。  
（ ９ ） 入 札 方 法  

入 札 に 当 た っ て は 、 次 に 示 す ほ か 、 別 に 配 付 す る 入 札 心

得 に よ る も の と す る 。  
ア  入 札 書 の 提 出 は 郵 送 と す る が 持 参 も 認 め る 。  
イ  １ 回 目 の 入 札 は 代 理 人 名 義 の 入 札 を 認 め な い 。  
ウ  入 札 執 行 回 数 は 、 原 則 ２ 回 と す る 。  
エ  入 札 書 の 撤 回 、 差 替 及 び 再 提 出 は 認 め な い 。  

（ １ ０ ） 入 札 書 提 出 の 日 時 及 び 場 所  
ア  入 札 書 は 、 一 般 書 留 又 は 簡 易 書 留 の い ず れ か に よ り 入

札 書 到 達 日 を 配 達 指 定 日 と し た 上 で 郵 送 す る こ と 。な お 、

郵 送 に 要 す る 費 用 は 入 札 参 加 者 の 負 担 と す る 。  
イ  郵 送 に よ る 入 札 書 の 到 達 日 及 び 送 付 先 は 次 の と お り と

す る 。  
（ ア ）平 成 ２ ８ 年 ５ 月 ９ 日（ 月 ）を 配 達 指 定 日 と す る こ と 。  
（ イ ） ５ １ ９ － ０ １ ９ ５  亀 山 市 本 丸 町 ５ ７ ７ 番 地  
   亀 山 市 長 （ 財 務 部 契 約 管 財 室 ）  
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ウ  入 札 書 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合 の 提 出 日 及 び 提 出 先

は 次 の と お り と す る 。  
（ ア ） 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ８ 日 （ 木 ） （ 配 達 指 定 日 の ３ 日 前

（ 休 日 の 場 合 は 直 近 の 休 日 前 の 日 ） の 午 後 ５ 時 １ ５ 分

ま で  
（ イ ） 提 出 先 は 郵 送 の 場 合 と 同 じ  
エ  入 札 書 に 記 載 す る 金 額 は 、 落 札 の 決 定 に 当 た り 入 札 書

に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の １ ０ ０ 分 の ８ に 相 当 す る

額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と

き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価

格 と す る の で 、 契 約 希 望 金 額 の １ ０ ８ 分 の １ ０ ０ に 相 当

す る 金 額 を 記 載 す る こ と 。  
オ  本 工 事 に 係 る 参 加 資 格 事 前 確 認 通 知 書 の 写 し を 同 封 す

る こ と 。  
カ  本 工 事 に 係 る 工 事 費 内 訳 書 を 同 封 す る こ と 。  

（ １ １ ） 開 札  
ア  開 札 に は 、 本 入 札 に 参 加 し た す べ て の 者 が 立 ち 会 う も

の と し 、 立 会 人 は 入 札 者 本 人 の ほ か 代 理 人 を 認 め る 。  
イ  入 札 者 が 立 ち 会 い を 代 理 人 に 委 任 す る 場 合 は 、 あ ら か

じ め 書 面 に よ る 委 任 状 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
ウ  入 札 参 加 者 が 立 ち 会 い を 辞 退 す る 場 合 は 、 書 面 に よ る

入 札 立 会 辞 退 届 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 な お 、 立 ち

会 い を 辞 退 し た 参 加 者 の 入 札 は 有 効 と し て 取 り 扱 う が 、

再 度 の 入 札 を 行 う こ と と な っ た と き は 、 再 度 の 入 札 を 辞

退 し た も の と す る 。  
エ  入 札 立 会 辞 退 届 を 提 出 せ ず に 立 ち 会 わ な か っ た 場 合 も

前 項 と 同 様 に 入 札 は 有 効 と す る が 、 再 度 の 入 札 は 辞 退 し

た も の と す る 。  
オ  立 会 人 が 二 人 に 満 た な い 場 合 は 、 当 該 入 札 事 務 に 関 係

の な い 市 職 員 を 立 ち 会 わ せ る も の と す る 。  
（ １ ２ ） 開 札 日 時 及 び 場 所  

ア  開 札 日 時   
平 成 ２ ８ 年 ５ 月 １ ０ 日 （ 火 ） 午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分  

イ  開 札 場 所  
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〒 ５ １ ９ － ０ １ ９ ５  亀 山 市 本 丸 町 ５ ７ ７ 番 地   
亀 山 市 役 所 ３ 階  理 事 者 控 室  

（ １ ３ ） 再 度 入 札  
ア  開 札 の 結 果 、 入 札 価 格 が い ず れ も 予 定 価 格 に 達 し な い

と き は 、 引 き 続 き 再 度 の 入 札 を 行 う 。 た だ し 、 入 札 価 格

と 予 定 価 格 の 開 差 が 大 き い な ど 、 引 き 続 き 再 度 の 入 札 を

行 う こ と が 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 入 札 を 保 留

し 、 改 め て 再 度 の 入 札 に 必 要 な 事 項 を 通 知 す る も の と す

る 。  
イ  再 度 の 入 札 は 、 開 札 の 立 会 人 で あ る 入 札 者 及 び そ の 代

理 人 に よ り 行 う も の と し 、 再 度 の 入 札 は 代 理 人 名 義 の 入

札 を 認 め る 。  
ウ  一 度 目 の 開 札 に 立 ち 会 わ な か っ た 入 札 参 加 者 は 再 度 の

入 札 に 参 加 で き な い 。  
４  そ の 他   
（ １ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

ア  入 札 保 証 金  
免 除 と す る 。  

イ  契 約 保 証 金  
契 約 保 証 金 は 、 契 約 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ 以 上 の 額 と

す る 。 た だ し 、 規 則 第 ２ ３ 条 第 ２ 項 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 場 合 は 担 保 の 提 供 を も っ て 代 え る こ と が で き る も

の と す る 。  
な お 、 規 則 第 ２ ５ 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

場 合 は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る も の と す

る 。  
（ ２ ） 入 札 の 無 効  

本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 、 ３ （ ４ ） の 提 出

書 類 の 全 て を 提 出 し な い 者 及 び 虚 偽 の 申 請 を 行 っ た 者 の し

た 入 札 、 規 則 第 １ ３ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 並 び

に 入 札 心 得 に 示 し た 無 効 の 要 件 に 該 当 し た 入 札 は 無 効 と し 、

無 効 の 入 札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 及 び 落 札 候 補 者 と し て い た

場 合 は 、 落 札 及 び 落 札 候 補 の 決 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  
な お 、 競 争 参 加 資 格 を 確 認 さ れ た 者 で あ っ て も 、 参 加 資
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格 確 認 申 請 書 の 提 出 日 か ら 落 札 決 定 日 ま で の 期 間 中 に 、 亀

山 市 建 設 工 事 等 に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止

を 受 け る 等 、 ２ の 競 争 参 加 資 格 に 関 す る 事 項 に 掲 げ る 条 件

を 満 た し て い な い 者 は 、 競 争 参 加 資 格 の な い 者 に 該 当 す る

も の と す る 。  
（ ３ ） 落 札 候 補 者 の 決 定  

ア  規 則 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ き 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限

の 範 囲 内 で 、 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入

札 者 を 落 札 候 補 者 と す る 。  
イ  落 札 候 補 者 と な る 額 の 入 札 を し た 者 が ２ 人 以 上 あ る と

き は 、 当 該 入 札 立 会 人 に よ る く じ 引 き に よ り 落 札 候 補 者

を 決 定 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 立 会 人 の う ち

く じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 え て 、 他 の 立

会 人 又 は 当 該 入 札 事 務 に 関 係 の な い 市 職 員 に く じ を 引 か

せ る も の と す る 。  
（ ４ ） 落 札 者 の 決 定  

ア  落 札 者 を 決 定 し た と き は 、 落 札 者 に 対 し て 落 札 確 認 書

に よ り そ の 旨 を 通 知 す る 。  
イ  落 札 候 補 者 に つ い て 、 亀 山 市 建 設 工 事 等 談 合 情 報 取 扱

規 程 （ 平 成 １ ９ 年 亀 山 市 訓 令 第 １ 号 ） に 規 定 す る 談 合 情

報 の 提 供 が あ っ た 場 合 は 、 原 則 と し て 、 落 札 決 定 を 保 留

す る も の と す る 。  
（ ５ ） 落 札 の 失 効  

市 長 か ら 契 約 を 締 結 す る 旨 の 通 知 を 受 け た 日 か ら ５ 日 以

内 に 契 約 書 又 は 請 書 を 提 出 し な い と き は 、 規 則 第 ２ ０ 条 第

２ 項 の 規 定 に よ り 、 そ の 落 札 者 は 契 約 締 結 の 権 利 を 失 う も

の と す る 。  
（ ６ ） 契 約 の 締 結 の 中 止  

落 札 決 定 後 、 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 申 立 て が

な さ れ た 場 合 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 申 立 て

が な さ れ た 場 合 は 、 当 該 請 負 者 の 施 工 能 力 等 （ 施 工 計 画 、

資 金 計 画 等 を 含 む 。 ） を 判 断 し 、 契 約 を 締 結 し な い こ と が

あ る 。  
ま た 、 落 札 決 定 後 、 入 札 参 加 資 格 の 制 限 又 は 亀 山 市 建 設
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工 事 等 に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け た

場 合 は 、 契 約 を 締 結 し な い こ と が あ る 。  
（ ７ ） 支 払 条 件  

ア  前 金 払  
（ ア ） 前 金 払 は 、 亀 山 市 会 計 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則

第 ３ ４ 号 ） 第 ４ ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る も の に つ い て

行 う こ と が で き る 。  
（ イ ） 前 金 払 を 行 う 場 合 の 限 度 額 は 、 亀 山 市 会 計 規 則 第 ４

５ 条 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  
イ  部 分 払  
（ ア ） 部 分 払 は 、 亀 山 市 会 計 規 則 第 ４ ７ 条 第 １ 項 に 定 め る

と こ ろ に よ り 行 う こ と が で き る 。  
（ イ ） 部 分 払 を 行 う 場 合 は 、 亀 山 市 会 計 規 則 第 ４ ７ 条 第 ２

項 各 号 に 定 め る 回 数 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  
（ ８ ） 変 更 契 約  

契 約 後 の 設 計 変 更 に 際 し て は 、 当 初 の 請 負 比 率 で 変 更 請

負 額 を 算 定 す る も の と す る 。  
（ ９ ） 入 札 の 中 止 等  

不 正 の 入 札 が 行 わ れ る お そ れ が あ る と 認 め る と き 、 災 害

そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が 生 じ た と き は 、 入 札 を 延 期 又 は

中 止 す る こ と が あ る 。  
ま た 、 入 札 者 が １ 者 だ け の 場 合 は 、 入 札 を 中 止 す る こ と

が あ る 。 こ の 場 合 に お け る 費 用 は 、 入 札 者 の 負 担 と す る 。  
（ １ ０ ）入 札 、契 約 等 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 は 、

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。  
（ １ １ ） 落 札 者 は 、 配 置 予 定 の 主 任 技 術 者 等 と し て 参 加 資 格 確

認 申 請 書 に 記 載 し た 技 術 者 を 契 約 時 に 配 置 し な け れ ば な ら

な い 。  
な お 、 契 約 時 に 配 置 で き な い 場 合 は 、 不 正 又 は 不 誠 実 な

行 為 と み な し 亀 山 市 建 設 工 事 等 指 名 停 止 措 置 要 綱 に 基 づ く

指 名 停 止 を 行 う こ と が あ る 。  
（ １ ２ ） 参 加 資 格 確 認 申 請 書 又 は 提 出 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た

場 合 は 、 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 と み な し 亀 山 市 建 設 工 事 等

に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止 を 行 う こ と が あ
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る 。  
（ １ ３ ） 本 入 札 及 び 契 約 後 に お い て 、 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 が

あ っ た 場 合 は 、 適 切 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  
（ １ ４ ） 電 子 メ ー ル 等 の 通 信 事 故 に つ い て は 、 市 は い か な る 責

任 も 負 わ な い も の と す る 。  
（ １ ５ ） 本 公 告 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先  

〒 ５ １ ９ － ０ １ ９ ５  亀 山 市 本 丸 町 ５ ７ ７ 番 地   
亀 山 市 財 務 部 契 約 管 財 室    
電 話 ０ ５ ９ ５ － ８ ４ － ５ ０ ２ ８   
フ ァ ク シ ミ リ ０ ５ ９ ５ － ８ ２ － ３ ８ ８ ３  
メ ー ル k e i y a k u k a n z a i @ c i t y . k a m e y a m a . m i e . j p  



別表
一般競争入札対象工事
公告日 平成２８年４月６日（水）
　

技術要件

契約後
VE

事後審
査方式

井田川・
能褒野処
理分区下
水管渠布
設工事
（その1）

亀山市能
褒野町地
内

【補助】
開削工
ＶＵφ150　Ｌ＝
988.9m
マンホール設置工
1号組立　N=13基
塩ビ製小口径　N=12
基

【単独】
開削工
ＶＵφ150　Ｌ＝
287.8m
マンホール設置工
1号組立　N=9基
塩ビ製小口径　N=1
基

契約締結
日から
260日間

事前公
表は行
わない。

－ ○
土木一
式工事

－

亀山市に
本店を有
する者で
あること。

亀山市請負工
事指名競争入
札参加者選定
規程(平成17年
亀山市訓令第
30号)第3条第1
項の規定によ
る格付の等級
が、土木工事の
区分におけるA
級に該当する
者。

1級土木施工管
理技士の資格
を有すること。

監理技術者に
あっては、監理
技術資格者証
及び監理技術
者講習終了証
を有すること。

郵便入札
(一般書留
又は簡易
書留)又は
持参

平成28年
4月6日
(水）から
平成28年
4月13日
(水)まで

配置予定の
主任技術者
等の資格が
わかるもの

本工事に係
る工事費内
訳書

平成28年
4月18日
(月)

平成28年
4月20日
(水)

平成28年
4月6日
（水）から
平成28年
4月22日
（金)まで

平成28年
5月10日
(火）
午前10時
00分

亀山市役
所3階　理
事者控室

平成28年
5月13日
（金)

平成28年
5月16日
(月）

－

財務部
契約管
財室
(連絡先
下記参
照)

（注意事項）
「入札に付する工事概要」
　入札方式の契約後VEに○がある場合は、契約後VE方式の工事です。
　入札方式の事後審査方式に○がある場合は、事後審査方式の工事です。
　予定価格については事前公表はいたしません。

「競争参加資格に関する事項」
　技術要件（技術者要件）における監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。

「入札手段に関する事項」
　郵便による入札書の送付方法は、一般書留又は簡易書留のいずれかにより、平成28年5月9日（月）を配達指定日とした上で、亀山市本丸町５７７番地　亀山市長　(財務部契約管財室)宛に送付してください。　
　入札書の到達期日は平成28年5月9日（月）とします。なお、郵送に要する費用は入札参加者の負担とします。
　持参による場合は、平成28年4月28日（木）までに、亀山市役所　西庁舎3階　財務部契約管財室へ提出してください。

「その他」
　最低制限価格設定案件に○がある場合は、亀山市契約規則第８条で規定する最低制限価格を設定している工事です。

財務部契約管財室連絡先
TEL　０５９５－８４－５０２８
FAX　０５９５－８２－３８８３
メール keiyakukanzai@city.kameyama.mie.jp

企業要件

開札場所
落札決定
日(予定)

事後条件
確認にお
いて競争
参加資格
がないと
認めた者
に対する
理由の説
明提出期
限（予定）

最低制
限価格
対象案
件

業種
ラン
ク

地域要件 企業実績 技術者の資格 入札手段

入札に付する工事概要 入札事務に関する事項 その他

工事名 工事場所 工事概要 工期
予定価
格

入札方式

質問受付
期間

質問提
出先

申請書提
出期間

入札書提出
時の添付書
類（各様式の
添付資料を
含む。）

事前条件
確認通知
日(予定)

事前条件
確認にお
いて競争
参加資格
がないと
認めた者
に対する
理由の説
明提出期
限（予定）

開札日時


